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厚 生 労 働 省 老 健 局

高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

貴関係諸団体に速やかに送信いただきます

ようよろしくお願いいたします。

各都道府県介護保険担当課（室）
各市町村介護保険担当課（室）
各介護保険関係団体 御 中
← 厚生労働省 高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課、老人保健課

今回の内容

令和７年４月以降の新型コロナウイルス感

染症に係る介護サービス事業所の人員基準

等の臨時的な取扱いについて

計２枚（本紙を除く）

連絡先 T E L : 03-5253-1111(内線 2174)

F A X : 03-3595-4010



事 務 連 絡

令和７年３月 25 日

都道府県

各 指定都市 介護保険担当主幹部（局） 御中

中 核 市

厚生労働省老健局 高 齢 者 支 援 課

厚生労働省老健局 認知症施策・地域介護推進課

厚生労働省老健局 老 人 保 健 課

令和７年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員

基準等の臨時的な取扱いについて

令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基

準等の臨時的な取扱いについては、｢令和６年４月以降の新型コロナウイルス感染症に

係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて｣（令和６年３月 19

日付け厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡）によりお示ししているとこ

ろです。

このうち、介護老人保健施設の入所者や職員において新型コロナウイルス感染症が

発生した場合に、感染拡大防止の観点から入所又は退所を一時停止を行った場合の取

扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいこ

とを踏まえ、令和７年４月１日から令和９年３月 31 日までの間において、別添のとお

りとしたので、これらの取扱いに遺漏のないよう、貴管内市町村、介護サービス事業

所等に対し周知をお願いします。

なお、昨年３月 19 日付け事務連絡のうち、ユニットリーダー研修に係る取扱いにつ

いては、令和７年３月 31 日までの取扱いとなりますので、併せて周知をお願いします。


